
                            令和３年５月１３日 

保護者 様 

 

                       愛知県立春日井南高等学校長 

 

緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策について（お願い） 

 

 平素から本校の教育活動に御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、本県では、５月１２日から５月３１日まで、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく「緊急事態措置」を講じることになりました。 

現在、従来株に比べ若年層への感染力が強く重症化しやすいとされる変異株割合が

上昇し、変異株への置き換わりが進みつつある状況にあります。それに伴い、感染者

が増加しており、若年層の、感染者全体に対する割合も高くなっています。 

 新型コロナウイルスに「感染しない・させない」ために、一人ひとりが自覚を持っ

て、感染拡大防止に取り組む必要があります。学校では、これまで以上に緊張感を持っ

て、感染防止対策を徹底して教育活動を継続してまいります。 

 つきましては、御家庭においてもお子様の生活について次の点に御注意いただき、

安心・安全の確保に御協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

○ 三密の回避、マスク着用、手洗いなどの基本的対策を今一度徹底してください。 

○ 会食は感染リスクが非常に高いため、家族以外との会食は控え、家族以外での会

食をやむを得ず行う場合には、最少人数とし、最大限の感染対策をとってください。 

○ カラオケは感染リスクが非常に高いため控えてください。 

○ 日頃一緒に行動していない知人との交流は控えてください。 

○ 不要不急の外出は控えてください。 

○ 旅行など、県をまたぐ不要不急の移動は控えてください。 

○ コンビニエンスストアなどでの買い物等は、短時間で済ませ、店内外での立ち話

や飲食などは控えてください。  

○ 放課後（部活動がある場合は活動終了後）は寄り道せず、まっすぐ帰宅してくださ

い。  

 

なお、既に「きずなネット」にてお知らせいたしましたが、以下の場合には登校を控

えてください。 

・生徒及び同居家族に風邪症状が見られる場合 

・生徒及び同居家族が濃厚接触者に特定された場合、当該の者の陰性が判明するまで                                      

 

以上、よろしくお願いいたします。 

                           担当（教頭：近藤・安藤） 

                           電話 0568-32-7688 



保護者様 

 

すでに 5 月 13 日付にて各クラスで配布しお願いいたしましたが、確認のため掲載

いたします。 

なお、コロナ禍における不安や悩みを抱える全国の児童生徒等に向け、この度文部

科学大臣よりのメッセージが下記のホームページに掲載された旨の通知がありまし

たので、お知らせいたします。 

 

◯ 文部科学大臣メッセージ 

「不安や悩みを抱える全国の児童生徒や学生等のみなさんへ」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_01406.html 

（文部科学省ホームページ） 


